
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律
の施行の状況（案）

環 境 省
農林水産省
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リコール情報の提供

① FDAのリコール情報

② 業界宛事務連絡

③ 業界HPにて情報提供

④ 取扱業者から消費者宛お知らせ

⑤ 取扱業者による消費者庁
コール情報への登録

参考資料３



•

A

•

B

•

B

• HACCP

•

A

•

C



FAMIC





1 1
1 2

18 5
5 8

12

P Ca A B
C

ABC
100-0000

1-2-3

4 2

FAMIC

http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000836.html 

http://www.pffta.org/hyouji/guidelines.html 
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～犬・猫の健康を守るために～

参考資料８



なお、この法律の詳細については、

環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/）または、

農林水産省ホームページ（http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/petfood/）をご覧下さい。

製品
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